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成
尋
を
め
ぐ
る
宋
人
ー
『
参
天
台
五
棗
山
記
倒
記
」
二
の
一

筆
者
は
か
つ
て
「
参
天
台
五
壷
山
記
割
記
一
」
と
銘
う
ち
、

は

じ

め

に

日
宋
交
通
路
の

成
尋
を
め
ぐ
る
宋
人
ー
「
参
天
台
五
憂
山
記
割
記
」
二
の
一

ー
成
尋
と
蘇
東
披
ー
|
'

旅
行
記
の
史
料
的
債
値
は
歴
史
の
あ
る
時
期
、
あ
る
地
域
の
姿
を
立
騰
的
に

生
々
し
く
博
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
＝
ト
ラ
ン
ゼ
の
手
に
な
る
作

品
は
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
す
べ
て
珍
ら
し
く
、
土
地
の
人
び
と
に
と
っ
て
は

平
凡
で
日
常
茶
飯
事
の
こ
と
、
語
る
に
足
り
ず
記
録
に
留
め
る
必
要
を
認
め
な

い
事
寅
で
す
ら
、
あ
る
種
の
感
慨
と
楡
悦
、
時
に
は
誤
解
や
錯
覺
を
な
い
ま
ぜ

に
紹
介
し
て
貴
重
で
あ
る
。
わ
が
平
安
朝
の
入
宋
巡
證
僧
成
尋
が
書
き
残
し
た

『
参
天
台
五
豪
山
記
』
四
[
[
参
記
』
）
八
巻
も
、
そ
の
例
に
漏
れ
な
い
。
還
暦

を
過
ぎ
た
老
僧
に
し
て
は
と
い
う
べ
き
か
、
者
宿
な
れ
ば
こ
そ
と
み
る
べ
き
か
、

驚
く
べ
き
物
見
高
さ
と
旺
盛
な
知
識
欲
と
を
謳
使
し
て
、
全
篇
い
た
る
と
こ
ろ

に
中
國
の
史
籍
に
は
な
い
記
述
が
あ
り
、
興
趣
つ
き
な
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

ま
さ
し
く
佛
敦
史
や
日
中
交
渉
史
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
政
治
、
鰹
演
、
文
化

そ
し
て
地
理
な
ど
に
至
る
宋
代
史
資
料
の
豊
庫
と
い
え
よ
う
。

問
題
を
と
り
上
げ
、
成
尋
の
記
述
に
よ
っ
て
新
た
な
視
座
が
輿
え
ら
れ
る
こ
と

(
1
)
 

を
論
證
し
た
。
本
稿
は
そ
れ
に
つ
づ
く
第
一
一
弾
と
し
て
成
尋
ら
が
閥
わ
り
を
持

っ
た
宋
人
の
中
、
宋
朝
の
官
僚
に
焦
貼
を
し
ぽ
り
、
成
尋
本
人
が
知
ら
な
か
っ

た
事
寅
を
掘
り
起
し
な
が
ら
、
宋
代
史
料
の
一
っ
と
し
て
彼
の
日
記
を
位
置
づ

け
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

成
尋
ら
一
行
を
乗
せ
た
宋
船
は
、
目
指
す
明
州
（
浙
江
省
寧
波
）
へ
向
う
べ

く
定
海
縣
、
現
在
の
鎮
海
縣
に
接
岸
し
た
時
、
な
ぜ
か
明
州
へ
の
入
港
を
拒
否

さ
れ
、
そ
の
ま
ま
杭
州
瀾
を
西
へ
進
み
杭
州
へ
逹
し
た
。
こ
の
コ
ー
ス
に
つ
い

て
は
前
稿
に
お
い
て
成
尋
の
記
録
を
辿
り
な
が
ら
、
諸
先
學
の
誤
解
を
正
し
つ

つ
究
明
し
て
お
い
た
。
そ
の
論
捩
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
煕
寧
五
年
（
延
久
四

年
）
四
月
四
日
條
の

従
港
入
明
州
、
令
不
入
明
州
、
直
向
西
赴
越
州
ー
港
よ
り
明
州
に
入
る
。

令
、
明
州
に
入
れ
ず
。
直
ち
に
西
へ
向
い
越
州
に
赴
む
く
。

藤

善

厩

澄



の
文
で
あ
る
。
営
時
の
航
路
は
海
洋
か
ら
鎮
海
縣
の
突
端
に
あ
る
有
名
な
招
賓

山
に
向
い
、
用
江
を
潮
っ
て
明
州
に
逹
し
、
明
州
か
ら
餘
挑
江
に
入
る
や
、
今

度
は
運
河
を
博
っ
て
越
州
そ
し
て
杭
州
へ
と
向
う
の
が
普
通
の
ル
ー
ト
で
あ
り

讀
み
、
明
州
に
つ
い
た
も
の
の
明
州
へ
の
上
陸
を
許
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
越
州

へ
直
行
し
た
も
の
と
解
繹
さ
れ
、
杭
州
湾
ぞ
い
の
ル
ー
ト
は
完
全
に
無
視
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
右
の
文
は
「
〔
定
海
縣
〕
令
は
明
州
に
入
れ
ず
」

と
讀
む
の
が
正
し
く
、
雨
江
を
朔
上
せ
ず
鎮
海
縣
よ
り
西
北
へ
針
路
を
と
り
潤

岸
ぞ
い
に
越
州
思
胡
浦
へ
向
っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
杭
州
潤
を
利

用
し
た
ル
ー
ト
も
厳
然
と
し
て
残
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
賓
慶
四
明
志
』
巻
一
八
・
縣
令
條
に
よ
れ
ば
、
時
の
定
海
縣
令

以
＝
大
理
寺
丞
知
、
熙
寧
四
年
四
月
初
一
＝
日
、
到
レ
任
、
六
年
十
月
、
轄
II

太
子
中
舎
f

七
年
四
月
二
十
八
日

つ
ま
り
成
尋
ら
が
到
来
す
る
前
年
四
月
三
日
、
李
公
綽
は
任
期
満
了
の
李
茂
立

に
か
わ
っ
て
定
海
縣
令
に
つ
き
、
任
期
中
に
大
理
寺
丞
よ
り
太
子
中
舎
と
な
り
、

ま
る
三
年
を
へ
て
得
替
し
た
わ
け
で
あ
る
。
成
尋
が
記
す
最
初
の
中
國
官
人
で

(
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あ
る
け
れ
ど
も
残
念
な
が
ら
彼
の
鰹
歴
は
よ
く
分
ら
な
い
。
成
尋
の
記
載
は
、

は
か
ら
ず
も
定
海
縣
令
が
海
舶
の
登
着
や
甫
江
の
管
理
運
螢
に
深
く
か
か
わ
っ

て
い
た
朕
況
を
示
す
内
容
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
翌

年
六
月
十
二
日
、
中
國
に
滞
ま
る
成
尋
と
彼
の
小
僧
二
人
を
残
し
て
蹄
國
す
る

頼
縁
ら
五
人
が
、
明
州
で
乗
り
込
ん
だ
定
海
縣
よ
り
差
し
ま
わ
し
の
孫
吉
の
船

は
李
公
綽
で
あ
っ
た
。

満

一
般
の
常
識
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
右
文
を
「
明
州
へ
入
れ
し
め
ず
」
と

お
そ
ら
く
依
然
と
し
て
鎮
海
知
縣
で
あ
っ
た
李
公
綽
の
差
配
に
よ
る
も
の

成
尋
ら
が
本
格
的
な
交
渉
を
持
っ
た
の
は
杭
州
の
官
人
逹
で
あ
る
。
錢
塘
江

の
大
潮
波
に
驚
き
な
が
ら
湊
口
を
運
河
へ
と
入
り
朱
橋
の
あ
た
り
に
停
泊
し
た

一
行
の
船
は
、
翌
日
上
げ
潮
に
乗
じ
て
渾
水
間
、
つ
い
で
清
水
間
を
通
り
、
保

安
水
門
に
あ
っ
た
市
舶
司
街
と
お
ぽ
し
き
あ
た
り
に
船
を
着
け
た
。
四
月
十
四

(
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日
の
こ
と
で
あ
る
。

十
六
日
声
、
雨
下
、
巳
時
、
問
官
著
＝
客
商
官
舎
f

乗
嘉
函
子
f

具
11

敷
多
脊

麗
示
＾
著
、
予
上

1

一
官
舎
f

住
I

¥

―
屋
内
f

運
納
船
物
、
以
宕
一
官
夫
一
運
納
、
予

行
コ
向
問
官
許
f

付
1

一
申
文
f

一
見
了
後
返
典
、
明
日
自
参
レ
府
可
―
―
猷
上
一
者

宋
代
で
ほ
廣
州
の
ほ
か
泉
州
、
杭
州
に
市
舶
司
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
秀
州
、
温

州
、
明
州
、
密
州
へ
と
搬
充
さ
れ
て
い
く
。
杭
州
の
も
の
ほ
淳
化
元
年
（
九
九

0
)、
一
時
明
州
に
徒
さ
れ
た
も
の
の
同
六
年
に
は
杭
州
に
も
ど
さ
れ
、
の
ち

咸
平
二
年
（
九
九
九
）
に
な
っ
て
明
州
市
舶
司
が
別
置
さ
れ
て
い
る
。
成
尋
ら

が
到
着
し
て
敷
年
の
の
ち
、
元
豊
年
開
に
行
わ
れ
た
官
制
の
改
革
に
よ
っ
て
市

舶
司
の
長
官
で
あ
る
市
舶
使
は
提
拳
市
舶
司
と
改
め
ら
れ
、
か
つ
営
該
路
の
轄

運
使
の
兼
務
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
在
所
の
知
州
兼
任
と
い
う

の
が
普
通
で
あ
り
、
ま
た
腸
僚
の
判
官
も
州
の
通
判
が
兼
ね
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
成
尋
到
着
時
の
杭
州
市
舶
使
は
、
後
で
詳
し
く
鯖
れ
る
と
お
り
沈
立
、
字

ほ
立
之
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

成
尋
が
申
文
を
提
出
し
た
問
官
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
申
文
を

一
覧
し
て
「
明
日
、
自
ら
府
に
参
り
獣
上
す
べ
し
」
と
い
え
ば
、
少
く
と
も
知

と
み
て
よ
か
ろ
う
。

(
3
)
 

も、



お
い
て

成
尋
を
め
ぐ
る
宋
人
ー
『
参
天
台
五
壷
山
記
劉
記
』
二
の

州
沈
立
で
は
な
く
、
さ
り
と
て
「
輻
子
に
乗
り
敷
多
の
咎
腸
を
具
し
て
来
著
す
」

(
5
)
 

る
問
官
は
軽
輩
で
も
な
い
。
こ
の
問
官
の
業
務
は
入
港
し
た
成
尋
ら
の
船
と
積

荷
を
臨
検
し
、
関
税
の
徴
牧
い
わ
ゆ
る
抽
解
が
主
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
市

舶
司
の
判
官
す
な
わ
ち
杭
州
通
判
か
推
官
ク
ラ
ス
の
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
わ
れ
る
。
な
お
市
舶
司
の
規
定
い
わ
ゆ
る
市
舶
條
例
に
は
居
留
外
國
人
の
扱

(
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い
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
成
尋
ほ
ひ
と
ま
ず
問
官
の
も
と
に
申
文
を
提
出
し

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
後
日
こ
の
問
官
は
成
尋
か
ら
一
一
一
貫
文
の
心
づ
け
を
贈
ら
れ

「
問
官
の
恩
は
不
可
思
議
な
り
」
と
い
わ
し
め
る
ほ
ど
の
配
慮
を
み
せ
て
い
る
｀
o

そ
れ
に
し
て
も
市
舶
司
の
臨
検
官
を
問
官
の
語
で
表
わ
す
な
ど
入
宋
直
後
の
成

尋
に
で
き
る
造
語
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
営
時
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
を
宋
船

の
人
び
と
に
示
さ
れ
る
が
ま
ま
書
き
記
し
た
も
の
に
違
い
な
い
。
い
つ
に
愛
ら

ぬ
官
界
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
た
状
況
と
あ
わ
せ
て
興
味
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
問
官
の
指
示
に
従
っ
て
府
街
に
天
台
山
巡
拝
の
許
可
を
求
め
る
申
文
を

(
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提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
幸
い
に
も
陳
詠
な
る
通
事
を
得
た
成
尋
は
府
衡
に

〔
四
月
〕
廿
六
日
立
、
辰
時
〔
陳
〕
詠
共
参
レ
府
、
猷
下
参
11

天
台
山
一
由
申

文
5

於
レ
廊
可
品
印
茶
一
由
有
レ
命
、
郁
向
レ
廊
喫
レ
茶
、
次
従

1

一
都
督
内
f

以――ー

新
去

1

一
茶
院
f

銀
花
盤
送
二
香
湯
f

飲
了
、
見
物
之
人
清
々
也
、
退
出
了

と
都
督
よ
り
格
別
に
茶
と
香
湯
を
ふ
る
ま
わ
れ
た
次
第
を
紹
介
す
る
。
客
を
迎

(
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え
る
に
茶
を
貼
じ
、
客
を
送
る
に
湯
を
獣
ず
る
と
い
う
し
き
た
り
を
踏
ま
え
た

供
應
ぶ
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
都
督
と
は
知
州
の
こ
と
で
あ
り
、
知
州
が
民

政
だ
け
で
な
く
軍
事
ま
で
一
元
的
に
掌
握
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
稲
呼
で
、
知

(10) 

州
街
を
都
督
顧
と
い
う
場
合
も
あ
っ
た
。
宋
の
官
制
を
知
ら
な
い
は
ず
の
成
尋

が
「
都
督
の
門
を
見
る
に
日
本
の
朱
門
の
如
し
」
、
あ
る
い
は
「
都
督
の
北
ノ

方
、
市
中
よ
り
過
ぎ
行
く
」
と
記
し
て
い
る
の
ほ
、
こ
れ
も
ま
た
宋
人
の
敦
示

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
世
俗
一
般
に
知
州
を
都
督
の
名
で
呼
ぶ
の
が
慣

(11) 

例
化
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

先
ほ
ど
常
時
の
杭
州
市
舶
司
ほ
杭
州
の
知
州
沈
立
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
で

は
、
こ
の
知
杭
州
で
あ
り
成
尋
が
姓
名
も
偲
え
な
い
ま
ま
茶
湯
を
ふ
る
ま
わ
れ

た
都
督
沈
立
と
ほ
、
ど
の
よ
う
な
経
歴
の
持
主
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

沈
立
、
字
は
立
之
、
歴
陽
（
安
徽
省
和
縣
）
の
人
で
あ
る
。
『
宋
史
』
巻
―
―
―

―
―
―
―
―
一
に
本
偉
が
あ
る
ほ
か
楊
傑
の
『
無
為
集
』
巻
―
二
所
牧
「
右
諫
議
大
夫
沈

公
稗
道
碑
」
が
成
尋
入
宋
頃
の
動
向
を
偲
え
る
具
髄
的
な
資
料
と
し
て
あ
る
。

(12) 

父
は
天
聖
二
年

(
1
0
二
四
）
に
卒
し
た
光
祗
少
卿
沈
平
。
本
偲
に
よ
れ
ば
進

士
及
第
の
の
ち
策
書
盆
州
判
官
を
ふ
り
だ
し
に
雨
浙
轄
運
使
、
三
司
戸
部
判
官

と
な
り
、
も
っ
ば
ら
水
利
、
鰹
演
畑
を
歩
ん
だ
。
彼
が
盆
州
に
お
い
て
著
わ
し

た
『
河
防
通
議
』
は
河
水
防
治
の
た
め
の
主
要
テ
キ
ス
ト
と
な
り
、
ま
た
雨
浙

轄
運
使
時
代
に
通
商
法
の
賓
施
を
求
め
て
世
に
問
う
た
『
茶
法
要
覧
』
は
、
三

司
使
張
方
平
に
推
賞
採
揮
さ
れ
、
や
が
て
戸
部
判
官
と
し
て
中
央
に
迎
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
の
ち
冊
證
使
と
し
て
契
丹
に
赴
き
、
京
西
・
京
北
轄
運
使
に

(13) 

轄
じ
た
が
、
治
水
に
一
家
言
を
持
つ
彼
に
は
、
つ
ね
に
そ
の
方
面
か
ら
の
諮
問

(U) 

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
集
賢
修
撰
・
知
愴
州
よ
り
右
諫
議
大
夫
・
判

都
水
監
に
入
り
、
江
淮
痰
運
使
、
知
越
州
そ
し
て
知
杭
州
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
雨
浙
轄
運
使
の
と
き
以
来
、
二
度
目
の
杭
州
生
活
で
あ
る
が
『
乾
道
臨



積
巻
敷
萬
」
と
い
わ
れ
る
大
蔵
書
家
で
あ
り
寅
務
型
の
文
人
官
僚
で
あ
っ
た
沈

は
『
監
策
縮
類
』

(15) 

安
志
』
巻
三
に
よ
れ
ば
、
知
杭
州
と
な
っ
た
の
ほ
熙
寧
一
―
一
年
十
二
月
、
知
青
州

ヘ
轄
じ
た
趙
抹
の
あ
と
を
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
彼
が
知
審
官
西
院
と
し
て
中

(16) 

央
に
召
さ
れ
た
の
は
熙
寧
五
年
五
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
の
で
、
知

杭
州
在
任
は
わ
ず
か
一
年
半
で
あ
る
。
後
年
、
江
寧
府
に
轄
出
し
知
宜
州
と
な

り
、
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
（
旦
i
i
長
編
』
）
巻
二
八
七
に
よ
れ
ば

元
豊
元
年
春
正
月
甲
寅
、
右
諫
議
大
夫
・
提
學
崇
穂
観
沈
立
卒

と
い
う
。
『
宋
史
』
本
侮
に
七
二
歳
卒
と
あ
れ
ば
、
知
杭
州
時
代
の
沈
立
は
六

四
・
五
歳
に
あ
た
る
。

(17) 

沈
立
は
審
官
西
院
時
代
に
『
新
修
審
官
西
院
救
』
十
巻
を
編
纂
し
た
の
ち

(18) 

『
都
水
記
』
二
百
巻
、
『
名
山
記
』
百
巻
を
獣
上
し
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
彼
に

『
賢
牧
偉
稽
正
辮
訛
』

『
錦
譜
』
と
い
っ
た
文
集

か

あ
わ
せ
て
百
巻
が
あ
っ
た
。
盆
州
時
代
す
で
に
「
悉
く
公
粟
を
以
て
書
を
筈
い
、

立
が
、
時
の
賓
力
者
王
安
石
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
を
示
す
積
極

的
な
資
料
は
な
い
。
と
は
い
え
『
元
祐
鴬
籍
碑
』
な
ど
に
も
み
え
ず
、
新
法
全
盛

の
と
き
衝
替
を
得
て
中
央
へ
迎
え
ら
れ
、
ま
た
逆
に
王
安
石
が
宰
相
職
を
辟
し

た
頃
に
再
び
外
任
を
授
け
ら
れ
て
い
る
事
賓
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
賓
務
型
の

彼
は
王
安
石
寄
り
の
人
物
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ

れ
成
尋
入
宋
の
後
ほ
ど
な
く
し
て
沈
立
は
知
杭
州
よ
り
知
審
官
西
院
に
擢
ん
で

ら
れ
て
都
に
上
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
彼
が
成
尋
ら
に
示
し
た
態

度
は
懇
切
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

一
行
が
宿
泊
し
た
抱
剣
螢
の
客
店
主
張
―
―
一
郎
と

船
頭
の
呉
鋳
と
が
府
題
か
ら
蹄
っ
て
き
た
と
き
「
知
府
都
督
の
大
師
の
為
に
す

『
香
譜
』

杭
州

る
其
の
志
は
丁
寧
な
り
」
（
戸
直
そ
暉
配
）
と
語
っ
て
お
り
、
わ
ざ
わ
ざ
使
い
を
走

ら
せ
上
紙
四
帳
に
上
筆
一
管
を
そ
え
て
日
本
の
仮
名
を
書
い
て
欲
し
い
旨
を
申

入
れ
る
な
ど
（
韮
箋
贖
配
）
、
異
國
に
封
す
る
深
い
閥
心
の
ほ
ど
を
見
せ
て
い
る
。

前
に
も
ふ
れ
た
『
参
記
』
巻
ニ
・
熙
寧
五
年
六
月
五
日
條
に
、
前
日
台
州
よ

り
持
ち
蹄
っ
た
杭
州
牒
の
案
文
が
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
長
文
で
あ
る
が
煩
を
い

と
わ
ず
全
文
を
掲
載
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

公
移
付
客
人
陳
詠

移
日
本
國
僧
成
尋
、
昨
今
杭
州
巡
證
、
欲
往
台
州
天
台
山
、
燒
香
供
養
羅

漢
一
回
、
成
尋
等
是
外
園
僧
、
恐
閥
津
口
本
被
人
推
問
無
去
著
、
乞
給
公

移
随
身
照
會
、
井
移
明
州
客
人
陳
詠
朕
、
昨
於
治
平

1

一
年
内
、
往
日
本
國

買
賣
、
典
本
國
僧
成
尋
等
相
識
、
至
煕
寧
二
年
、
従
彼
國
販
載
留
黄
等
、
杭

州
抽
解
貨
賣
、
後
末
一
向
只
在
杭
蘇
州
買
賣
、
見
在
杭
州
把
剣
螢
張
一
二
客

店
内
安
口
、
於
四
月
二
十
日
、
在
本
店
内
、
逢
見
日
本
國
僧
成
尋
等
八
人
、

稲
説
従
本
園
乏
海
前
来
、
要
去
台
州
天
台
山
燒
香
、
陳
詠
作
通
事
、
引
領
赴

マ
マ

杭
州
、
今
甘
課
遂
僧
同
共
前
去
台
州
天
台
山
燒
香
、
廻
来
杭
州
、
超
船
却

蹄
本
國
、
井
移
把
剣
螢
開
張
客
店
百
姓
張
賓
吠
、
四
月
初
九
日
、
有
廣
州

客
人
曾
疑
等
、
従
日
本
國
博
買
得
留
黄
水
銀
等
、
買
来
杭
州
市
船
司
抽
解
、

従
是
本
客
船
上
附
帯
本
國
僧
人
成
尋
等
八
人
出
来
安
下
、
今
来
却
有
明
州

マ

マ

マ

マ

客
人
陳
詠
、
輿
遂
人
相
識
、
其
陳
詠
見
在
江
元
店
安
下
、
本
人
情
敦
甘
深
遂

マ
マ

僧
同
共
往
台
州
、
得
前
去
台
州
天
台
燒
香
、
廻
来
杭
州
、
超
船
却
蹄
本
國
、

四



杭
州
、
公
移
も
て
客
人
陳
詠
に
付
し
、
日
本
國
僧
成
尋
〔
の
朕
を
〕
移
す
る
に

「
昨
今
、
杭
州
を
〔
出
で
て
〕
巡
證
し
、
台
州
の
天
台
山
に
往
き
て
羅
漢
に
燒

香
し
供
養
す
る
こ
と
一
回
せ
ん
と
欲
す
。
成
尋
等
は
是
れ
外
國
の
僧
に
し
て
、

お
う
ら
い

開
津
口
に
て
本
よ
り
人
の
推
問
を
被
む
り
去
著
無
き
を
恐
る
れ
ば
、
乞
う
な

ら
く
公
移
を
給
わ
り
身
に
随
え
て
照
會
せ
ん
こ
と
を
」
と
あ
り
。
井
た
、
明

州
の
客
人
陳
詠
の
吠
を
移
す
る
に
、
「
昨
、
治
平
二
年

(
1
0六
五
）
内
に

か
の

於
い
て
、
日
本
國
に
往
き
て
買
賣
せ
し
と
き
、
本
國
の
僧
成
尋
等
と
相
い
識

れ
り
。
煕
寧

1

一年

(
1
0六
九
）
に
至
り
、
彼
の
國
よ
り
留
黄
等
を
販
載
し
、

ひ
た
す
ら

杭
州
に
て
抽
解
し
貨
賣
す
。
後
末
、
一
向
に
只
だ
杭
・
蘇
州
に
在
り
て
買
賣

い
ま

し
、
見
は
杭
州
把
捌
螢
の
張
一
―
-
〔
郎
〕
が
客
店
内
に
在
り
て
安
一
国
せ
り
。
四

成
尋
を
め
ぐ
る
宋
人
ー
『
参
天
台
五
壷
山
記
劉
記
』
二
の
一

根ト
i

ふ↑

茫
ド
委
虎

マ
マ

如
賂
来
却
有
異
同
、
各
甘
深
罪
、
不
将
看
、
右
事
須
出
給
公
移
、
付
客
人

陳
詠
、
牧
執
引
帯
本
國
僧
成
尋
等
八
人
、
前
去
台
州
天
台
山
燒
香
屹
、
依

マ
マ

前
帯
領
遂
僧
廻
来
嘗
州
、
超
船
却
蹄
本
國
、
依
台
州
傲
此
公
移
超
州
、
在

マ
マ

路
不
肯
別
致
東
西
及
違
非
留
帯
、
如
連
罪
蹄
有
慮
、
熙
寧
五
月
初
三
日
給

五

り

櫂
観
察
推
官
呂
甫

あ

い

月
二
十
日
に
於
い
て
本
店
内
に
在
り
て
日
本
國
の
僧
成
尋
等
八
人
に
逢
見
た

る
に
稲
説
ら
く
、
『
本
闊
よ
り
海
に
迂
び
て
前
来
り
、
台
州
天
台
山
に
去
き

な

て
燒
香
せ
ん
こ
と
を
要
む
』
と
。
陳
詠
は
通
事
と
作
り
、
引
領
し
て
杭
州
に

お

く

も

ろ

と

も

ゆ

き

赴
く
。
今
、
課
〔
罪
〕
に
甘
ん
じ
て
僧
を
遂
り
同
共
に
台
州
天
台
山
に
前
去
て

も

ど

か

え

ま

燒
香
し
、
杭
州
に
廻
来
り
船
に
趣
き
て
本
國
に
却
蹄
さ
ん
」
と
あ
り
。
井
た
、

把
剣
螢
に
て
張
客
店
を
開
け
る
百
姓
張
賓
の
朕
を
移
す
る
に
、
「
四
月
初
九

日
、
廣
州
の
客
人
曾
豪
等
有
り
て
日
本
國
よ
り
博
買
し
、
留
黄
、
水
銀
等
を

得
、
買
末
り
杭
州
市
舶
司
に
て
抽
解
せ
り
。
是
れ
従
り
本
客
船
上
に
附
帯
せ

か
の

る
本
國
の
僧
人
成
尋
等
八
人
、
出
で
来
た
り
〔
張
客
店
に
〕
安
下
す
」
と
。

ま

今
来
、
却
た
明
州
の
客
人
陳
詠
有
り
て
逐
人
と
相
い
識
れ
り
。
其
の
陳
詠
は

見
、
江
元
店
に
在
り
て
安
下
す
。
本
人
の
情
敦
と
し
て
「
課
〔
罪
〕
に
甘
ん

お

く

も

ろ

と

も

ゆ

含

じ
て
僧
を
遂
り
同
共
に
台
州
へ
往
き
、
台
州
天
台
〔
山
〕
に
前
去
て
燒
香
す

も

ど

か

え

る
を
得
た
れ
ば
、
杭
州
に
廻
来
り
船
に
趣
き
て
本
國
に
却
蹄
さ
ん
。
如
し
賂

ま

来
、
却
た
異
同
有
れ
ば
、
各
お
の
課
罪
に
甘
ん
じ
て
照
看
せ
ず
」
と
あ
り
。

右
の
事
、
須
ら
く
公
移
を
出
給
し
て
客
人
陳
詠
に
付
し
、
〔
日
〕
本
國
の
僧

ゆ

き

成
尋
等
八
人
を
牧
執
し
引
帯
し
て
台
州
天
台
山
に
前
去
て
、
燒
香
し
屹
ら
ば
、

お

く

も

ど

前
に
依
り
て
帯
領
し
、
僧
を
遂
り
て
営
（
杭
）
州
に
廻
来
り
、
船
に
趣
き
て

本
國
に
却
蹄
す
べ
し
。
台
州
に
依
り
此
の
公
移
を
傲
め
て
州
に
趣
き
、
路
に

ゆ
る

在
り
て
は
別
に
東
西
を
致
し
、
及
び
違
非
し
、
留
帯
（
滞
）
す
る
を
肯
さ
ざ

お
よ

れ
。
如
し
罪
に
連
べ
ば
、
蹄
す
る
に
虞
有
ら
ん
。

煕
寧
五
〔
年
五
〕
月
初
三
日
、
給
す
。



目
原
本
員
）

右
牒
文
の
内
容
が
日
宋
交
渉
史
に
得
難
い
貴
重
資
料
で
あ
る
こ
と
ほ
誰
し
も

認
め
よ
う
。
そ
の
い
く
つ
か
を
示
せ
ば
、

一
、
成
尋
ら
を
乗
船
さ
せ
た
廣
州
商
人
曾
豪
逹
ほ
留
黄
、
水
銀
等
を
日
本
よ

り
博
買
し
て
蹄
國
し
杭
州
市
舶
司
に
て
抽
解
す
な
わ
ち
闘
税
を
支
彿
っ
た

一
、
成
尋
ら
外
國
人
は
前
出
申
文
を
知
州
の
も
と
に
提
出
し
、
入
國
の
報
告

と
國
内
移
動
の
許
可
を
求
め
、
か
つ
中
國
の
公
移
つ
ま
り
。
ハ
ス
ボ
ー
ト
・

ビ
ザ
な
い
し
通
行
手
形
を
求
め
た
こ
と

一
、
従
来
、
彼
我
の
史
乗
に
現
わ
れ
な
い
陳
詠
な
る
明
州
商
人
が
、
そ
れ
ま

(19) 

で
に
五
度
も
日
本
に
渡
り
留
黄
等
を
舶
載
し
た
経
歴
の
持
主
で
あ
る
こ
と

一
、
来
航
者
を
宿
泊
せ
し
め
た
客
店
主
は
、
そ
の
旨
を
必
ら
ず
官
街
に
と
ど

け
る
義
務
が
あ
っ
た
こ
と

な
ど
で
あ
る
。
成
尋
の
申
文
に
添
付
さ
れ
て
い
た
陳
詠
の
書
吠
か
ら
、
治
平
1

1

年
（
日
本
治
暦
元
年
・
一
〇
六
五
）
す
で
に
陳
詠
と
知
り
あ
い
入
宋
の
計
畳
を

こ
と

（
り
原
本
は
櫂
宦
回
原
本
は
季
り
原
本
大

尚
書
比
部
郎
中
通
判
軍
州
事

右
諫
議
大
夫
知
軍
州
事

尚
書
比
部
員
外
郎
策
書
節
判
題
公
事

り

日

太
常
博
士
直
史
館
通
判
軍
州
事

沈劉蘇徐
直ご立：

観
察
判
官

櫂
節
度
推
官

許季：
直ご疏：

（口）

て
検
討
し
よ
う
。

の
こ
と
ほ
し
ば
ら
く
置
き
、

着
々
と
進
め
て
い
た
成
尋
の
姿
が
浮
ぴ
上
っ
て
く
る
。
ま
た
官
牒
に
お
け
る
書

(20) 

式
、
署
名
押
捺
の
序
次
な
ど
に
つ
い
て
も
恰
好
の
資
料
と
な
る
の
は
申
す
ま
で

も
な
い
。

さ
て
大
日
本
佛
数
全
書
本
の
考
證
で
は
、
右
牒
文
の
登
給
を
「
熙
寧
五
年
六

月
初
一
＿
一
日
」
と
す
る
が
、
そ
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
右
牒
文
と
並
び
記
さ
れ
た

台
州
牒
が
六
月
初
一
日
付
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
末

尾
に
み
え
る
「
右
諫
議
大
夫
知
軍
州
事
沈
」
は
、
知
杭
州
軍
州
事
沈
立
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
知
審
官
西
院
任
命
が
五
月
十
六
日
で
あ
る
こ
と
を
知
れ

ば
疑
う
餘
地
は
あ
る
ま
い
。
た
だ
し
後
述
す
る
と
お
り
沈
立
が
杭
州
を
去
っ
た

の
は
熙
寧
五
年
八
月
、
奇
し
く
も
成
尋
ら
が
天
台
山
を
去
り
知
杭
州
の
配
船
に

乗
り
沐
京
へ
出
立
し
た
の
と
前
後
す
る
の
で
あ
る
。

宋
代
の
官
制
で
は
知
州
の
専
横
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
闘
と
し
て
通
判
〔
杭
〕

州
軍
州
事
、
略
し
て
通
判
を
置
い
た
が
、
そ
の
敷
は
重
要
な
州
で
二
人
、
普
通

ほ
一
人
で
あ
る
。
本
来
は
知
州
よ
り
一
等
低
い
も
の
の
監
州
と
も
稲
さ
れ
る
ほ

ど
知
州
に
到
す
る
櫂
限
を
賦
典
さ
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
財
政
捲
営
の
展
僚
と

な
り
下
っ
て
い
っ
祖
杭
州
は
大
州
と
し
て
通
判
二
人
で
あ
り
、
成
尋
が
日
記

に
貼
付
し
て
く
れ
た
杭
州
牒
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
沈
立
の
知
州
時
代
に
ほ
劉
某

と
蘇
某
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
雨
名
の
中
、
劉
某

マ
r

「
太
常
博
士
直
史
館
通
判
軍
州
事
蘇
立
」
に
つ
い

王
安
石
執
政
下
の
杭
州
通
判
と
し
て
念
頭
に
浮
ぶ
の
は
蘇
試
で
あ
る
。
煕

寧
四
年
、
有
名
な
李
定
事
件
と
並
行
し
て
新
法
派
に
よ
る
蘇
試
弾
劾
事
件
が
起

， 
ノ‘



従
来
、

っ
た
。
す
な
わ
ち
李
定
を
辮
護
す
る
新
法
派
の
侍
御
史
謝
景
温
が
、
父
蘇
洵
の

柩
を
故
郷
の
眉
山
へ
護
送
す
る
と
き
他
人
の
船
を
使
用
し
、
官
僚
と
し
て
あ
る

(22) 

ま
じ
き
商
賣
を
行
っ
た
と
告
稜
し
た
の
で
あ
る
。
李
定
・
蘇
試
い
ず
れ
も
新
・

薔
雨
派
の
加
害
者
で
あ
り
被
害
者
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
雨
派
入
り
羅

れ
て
の
非
難
攻
撃
に
政
界
は
混
迷
の
度
を
加
え
、
蘇
試
は
つ
い
に
外
任
を
願
い

出
た
。
こ
の
時
、
知
州
の
資
格
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
穎
州
（
安
徽
省
阜

(23) 

陽
縣
）
通
判
の
ボ
ス
ト
が
準
備
さ
れ
た
。
し
か
し
紳
宗
直
ぢ
き
の
ほ
か
ら
い
に

よ
り
通
判
中
で
も
格
の
高
い
杭
州
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
時
に
熙
寧

四
年
六
月
、
杭
州
着
任
が
十
一
月
、
ち
ょ
う
ど
成
尋
入
宋
の
半
年
前
の
こ
と
で

あ
る
。爾

来
、
三
年
の
任
期
い
っ
ぱ
い
を
勤
め
あ
げ
密
州
（
山
東
省
諸
城
縣
）
知
州

と
な
り
杭
州
を
去
っ
た
の
が
熙
寧
七
年
九
月
で
あ
っ
た
。
こ
の
開
、
成
尋
も
や

が
て
深
く
か
か
わ
り
あ
う
旱
魃
が
全
國
を
襲
い
、
中
央
政
界
で
ほ
新
法
へ
の
非

難
反
撥
を
増
幅
さ
せ
、
蘇
試
が
密
州
へ
赴
く
よ
り
早
く
王
安
石
ほ
宰
相
の
座
を

辟
し
、
翌
八
年
二
月
に
返
り
咲
く
ま
で
江
寧
府
（
南
京
）
の
知
府
に
退
く
こ
と

に
な
る
。
司
馬
光
や
蘇
試
、
蘇
轍
ら
を
中
央
へ
召
喚
す
べ
き
だ
と
の
聾
も
つ
い

に
聰
き
と
ど
け
ら
れ
ず
、
蘇
試
は
わ
ず
か
に
遅
れ
て
密
州
へ
配
轄
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
前
出
の
杭
州
牒
に
み
え
る
「
蘇
立
」
と
は
、
ま
さ
し
く
蘇

試
そ
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
参
記
』
を
讀
み
、

か
つ
こ
の
杭
州
牒
を
利
用
し
た
先
學
者
逹
が

「
蘇
立
」
に
閥
心
を
示
さ
な
か
っ
た
の
は
、
割
合
い
手
蔓
の
得
易
い
知
州
に
ひ

き
か
え
通
判
以
下
は
特
定
し
難
い
と
い
う
こ
と
、
な
に
よ
り
も
「
蘇
立
」
と
解

成
尋
を
め
ぐ
る
宋
人
ー
『
参
天
台
五
壼
山
記
劉
記
』
二
の
一

七

で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
咎
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

讀
し
た
日
本
佛
敦
全
書
本
に
影
響
さ
れ
、
蘇
立
な
る
人
物
と
誤
解
し
た
こ
と
に

よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
抄
本
の
東
輻
寺
本
が
呂
甫
、
季
（
李
）
疏
、
許
直
、

徐
口
、
蘇
立
、
劉
直
、
況
口
と
作
る
が
た
め
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
徐
某
は
下

端
の
故
に
カ
ッ
ト
さ
れ
、
沈
某
も
偲
寓
の
聞
に
鋏
落
し
た
も
の
と
判
断
し
て
無

理
は
な
い
。
し
か
し
姓
ほ
と
も
か
く
名
は
い
わ
ゆ
る
押
字
・
押
名
に
ほ
か
な
ら

ず
各
人
獨
自
に
創
意
工
夫
を
こ
ら
し
た
サ
イ
ン
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
素
直
に

讀
め
る
代
物
で
は
な
い
。
事
賓
、
蘇
試
の
場
合
で
も
「
蘇
立
」
と
作
ら
れ
て
い

る
と
お
り
、
成
尋
が
貼
付
し
て
お
い
た
牒
案
を
抄
寓
す
る
と
き
如
上
の
文
字
に

誤
っ
た
も
の
と
思
量
す
る
。

押
字
に
つ
い
て
、
成
尋
入
宋
時
に
生
れ
た
葉
夢
得
の
『
石
林
燕
語
』
巻
四
に
、

唐
人
、
初
未
レ
有
↓
ー
押
字
f

但
草
コ
書
其
名
f

以
為
＝
私
記
f

故
琥
11

花
書
f

章
捗
五
雲
盟
、
是
也
、
余
見
11

唐
詰
書
名
f

未
レ
見

I

I

一
楷
字
f

今
人
押
字
、

或
多

1

一
押
名
f

猶
是
此
意
、
王
荊
公
押
石
字
、
初
横
一
壷
、
左
引
レ
脚
、
中

為
I

I

―
圏
f

公
性
急
、
作
レ
圏
多
不
レ
圃
、
往
往
腐
匝
、
而
牧

1

一
横
畳
f

又
多
11

幣
過
f

常
有
下
密
議

I

I

公
押
万
字
―
者
5

公
知
レ
之
、
加
レ
意
作
レ
圏
。

と
王
安
石
の
も
の
を
例
に
あ
げ
て
い
る
。
唐
代
中
期
に
は
始
ま
っ
て
い
た
と
み

ら
れ
る
押
字
も
、
草
名
艘
の
ほ
か
種
々
の
書
證
を
派
生
す
る
が
、
葉
夢
得
の
記

載
を
も
と
に
推
し
は
か
れ
ば
北
宋
時
代
の
官
文
書
で
は
一
字
騰
つ
ま
り
名
諒
を

デ
ザ
イ
ン
し
た
程
度
で
あ
り
、
成
尋
の
杭
州
牒
が
恰
好
の
サ
ン
。
フ
ル
と
い
っ
て

よ
か
ろ
う
。
簡
箪
な
王
安
石
の
石
な
ら
ば
と
も
か
く
、
蘇
試
の
試
押
子
を
判
讀



誰
か
分
ら
な
い
。
直
が
劉
某
の
詭
押
字
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
杭
州
通

判
時
代
の
蘇
東
披
詩
に
現
わ
れ
る
劉
某
と
し
て
は
劉
恕
（
道
原
）
、
劉
季
孫
、

劉
放
な
ど
の
名
が
掲
げ
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
に
該
営
し
な
い
。
今
『
宋

史
』
巻
四
二
六
・
循
吏
偲
の
魯
有
開
・
字
は
元
翰
の
偉
を
み
る
と
、
知
南
康
軍

よ
り
都
に
還
っ
た
と
き
王
安
石
に
江
南
の
状
況
如
何
を
問
わ
れ
、
新
法
が
寅
施

さ
れ
た
ば
か
り
で
ま
だ
弊
害
は
現
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
今
後
が
問
題
で
し

よ
う
と
答
え
た
た
め
、
「
出
さ
れ
て
杭
州
に
通
判
た
り
」
と
あ
る
。
こ
の
魯
有

開
こ
そ
蘇
試
の
詩
に
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
魯
少
卿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
九
日
、

、
、
、

舟
中
よ
り
有
美
堂
上
に
魯
少
卿
が
飲
す
る
慮
を
望
見
し
、
詩
を
以
て
之
に
載

る
」
（
吋
嘩
で
）
、
「
元
翰
少
卿
、
谷
廉
の
水
一
器
、
龍
園
二
枚
を
寵
恵
さ
れ
、

さ

(24)

俯
っ
て
新
詩
を
以
て
販
と
為
る
。
歎
味
し
て
已
ま
ず
、
次
韻
し
て
和
し
奉
る
」
、

「
元
日
、
丹
陽
を
事
る
。
明
日
は
立
春
な
れ
ば
魯
元
翰
に
寄
す
」
（
四
噂
野
』
）
な

ど
の
作
品
に
よ
っ
て
蘇
試
と
き
わ
め
て
親
し
い
同
僚
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。

初
見
が
施
宿
の
『
東
披
年
譜
』
ど
お
り
熙
寧
六
年
九
月
作
「
九
日
、
舟
中
よ
り

云
云
」
の
韻
だ
と
す
れ
ば
、
南
康
軍
よ
り
杭
州
に
轄
じ
た
の
は
同
年
の
中
頃
と

(25) 

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
成
尋
の
杭
州
牒
に
み
え
る
前
通
判
の
劉
某
は
熙
寧

六
年
の
夏
ま
で
在
任
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
身
近
に

あ
っ
た
蘇
試
の
作
品
を
介
し
て
も
手
懸
り
を
得
ら
れ
な
い
の
は
惜
い
が
、
あ
る

い
は
二
人
の
疏
遠
な
関
係
に
新
法
・
薔
法
雨
派
の
封
立
を
想
定
し
て
よ
い
の
か

も
う
一
人
の
通
判
、
す
な
わ
ち
「
尚
書
比
部
郎
中
通
判
軍
州
事
劉
直
」
と
は

と
詠
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
。
沈
立
を
審
官
西
院
に
任
ず
る
「
詔

西
湖
西
畔
北
山
前

北
山
の
前

忘
る
る
莫
か
れ

詔
書
行
捧
棲
金
賤

架
府
應
歌
相
府
蓮

詔
書
行
く
ゆ
く
捧
げ
ん

線
金
の
賤

相
府
の
蓮

ひ
ら

今
年
花
稜
き
し
慮

水
仙
も
亦

こ
と
さ
ら

故
に
雙
蓮
を
し
て
一
夜
に
開
か
し
む

更
に
幾
回
か
来
た
る
を
得
ん
と

湖
上
棠
陰
手
自
栽

問
公
更
得
幾
回
末

水
仙
亦
恐
公
蹄
去

公
の
蹄
去
す
る
を
恐
れ

故
遣
雙
蓮
一
夜
開せ

い

こ

ふ

も

と

「
沈
諫
議
、
召
し
て
湖
に
遊
ば
し
む
る
に
赴
か
ず
。
明
日
、
雙
蓮
を
北
山
の
下

に
得
た
り
。
一
絶
を
作
り
持
し
て
獣
ず
。
沈
、
既
に
和
せ
ら
れ
、
又
、
別
に
一

(26) 

首
を
作
る
。
因
っ
て
其
の
韻
を
用
う
」
と
題
し
た
蘇
試
の
初
首
で
あ
る
。
同
僚

時
代
わ
ず
か
半
年
餘
と
は
い
え
、
知
州
沈
立
と
の
交
り
を
語
る
和
韻
は
皆
無
で

あ
っ
て
、
わ
ず
か
に
残
る
「
和
沈
立
之
留
別
二
首
」
（
麟
玉
で
）
と
も
ど
も
沈
立

を
送
る
詩
に
と
ど
ま
る
。
お
そ
ら
く
別
離
の
宴
を
沈
立
自
ら
が
張
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
出
向
か
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
留
別
」
第
二
首
に

莫
忘
今
年
花
痰
慮

架
府
應
に
歌
う
べ
し

西
湖
の
西
畔

書
」
が
登
せ
ら
れ
た
の
は
五
月
十
六
日
。
し
た
が
っ
て
前
韻
を
も
の
し
た
の
ほ

「
留
別
二
首
」
の
作
ら
れ
た
八
月
ま
で
の
開
と
み
ら
れ
る
が
、
沈
立
の
後
任
陳

襄
と
の
交
遊
ぶ
り
と
比
較
す
る
時
、
沈
立
と
蘇
試
の
仲
は
さ
ほ
ど
親
密
な
も
の

で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
小
川
環
樹
氏
が
「
和
沈
立
之
留
別
二
首
」
の
注

に
「
蘇
試
は
沈
立
と
は
政
治
上
の
立
場
を
異
に
し
て
、
心
を
許
し
あ
う
閲
柄
で

も
知
れ
な
い
。

湖
上
の
棠
陰

き
み公

に
問
う

・っ

手
自
ら
栽
う 八



成
尋
を
め
ぐ
る
宋
人
ー
『
参
天
台
五
棗
山
記
劉
記
』
二
の
一

し
た

孤
山
寺
下
水
侵
門
孤
山
寺
下
水
は
門
を
侵
す

上
記
の
詩
中
、

(33) 

ら
れ
て
い
る
。

「
呂
穆
仲
寺
丞
に
寄
す
」
は
熙
寧
八
年
、
密
州
で
の
作
と
み

は
な
く
、
先
の
詩
を
含
め
て
儀
證
的
で
あ
る
の
を
免
れ
な
い
」
（
譴
顎
遵
環
g
立）

(27) 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
ほ
正
鵠
を
射
て
い
よ
う
。
通
判
劉
某
と
の
開
係
も
同
然

で
あ
っ
た
に
違
い
あ
る
ま
い
。

成
尋
の
杭
州
牒
に
署
名
す
る
官
人
の
中
、
蘇
試
の
詩
文
よ
り
手
懸
り
が
得
ら

れ
る
の
は
、
「
櫂
観
察
推
官
呂
甫
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
熙
寧
五
年
七
月
上
旬
の
作

か
え

と
さ
れ
る
「
径
山
よ
り
回
り
、
呂
察
推
の
詩
を
得
た
り
。
其
の
韻
を
用
い
、
之
れ

(28) 

を
招
き
て
湖
上
に
宿
す
」
、
翌
六
年
春
と
み
ら
れ
る
「
曾
元
恕
、
龍
山
に
遊
ぶ
。

(29) 

呂
穆
仲
は
至
ら
ず
」
お
よ
び
同
年
五
月
の
「
五
月
十
日
、
呂
仲
甫
・
周
邪
、
僣

の
恵
勤
・
恵
思
•
清
順
・
可
久
・
惟
粛
・
義
詮
と
同
に
湖
に
乏
べ
て
北
山
に
遊

(30)

（

31) 

ぶ
」
、
そ
し
て
「
呂
穆
仲
寺
丞
に
寄
す
」
で
あ
る
。

呂
仲
甫
、
字
は
穆
仲
、
河
南
の
人
で
あ
る
。
祖
父
は
太
宗
・
員
宗
の
二
代
に

仕
え
「
國
朝
以
来
、
三
た
び
相
に
入
る
者
は
、
惟
だ
趙
普
と
呂
蒙
正
と
の
み
」

（
戸
頌
笠
）
と
懇
さ
れ
た
名
臣
呂
蒙
正
（
九
四
四

-
1
0
1
―
)
で
あ
る
。
ま
た

父
の
従
兄
に
は
呂
夷
簡
（
九
七
八
—
1
0
四
一
―
-
)
が
お
り
仁
宗
時
代
に
参
知
政

事
・
同
平
章
事
と
な
り
、
前
後
十
餘
年
に
わ
た
り
宰
相
の
ボ
ス
ト
に
あ
っ
た
。

呂
仲
甫
の
俸
は
な
い
け
れ
ど
も
河
北
西
路
提
貼
刑
獄
、
京
東
路
提
貼
刑
獄
、
登

(32) 

運
副
使
、
戸
部
侍
郎
な
ど
を
へ
て
知
部
州
、
さ
ら
に
知
荊
南
と
な
っ
て
い
る
。

蘇
試
の
「
呂
穆
仲
京
東
提
刑
制
」
（
麟
謬
文
集
』
）
も
残
っ
て
お
り
、
雨
者
が
い
か

に
親
し
い
開
柄
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
く
れ
る
。

廻
首
西
湖
員
一
夢

九

我
れ
も
亦
来
り
尋
ぬ

灰
心
霜
饗
更
休
論
灰
心
霜
贅

こ
れ
に
よ
っ
て
、
呂
仲
甫
ほ
蘇
試
が
密
州
に
轄
ず
る
よ
り
も
早
く
、
杭
州
を
去

っ
て
都
に
上
っ
た
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
前
出
の
察
推
と
は
観
察
推
官
の
略
で
あ
る
。
普
通
に
こ
れ
ら
幕
職

官
の
任
期
は
一
一
一
年
。
し
た
が
っ
て
呂
仲
甫
が
観
察
推
官
の
任
に
あ
っ
た
の
は
、

煕
寧
八
年
よ
り
逆
算
し
て
も
成
尋
の
杭
州
牒
に
記
さ
れ
る
「
櫂
観
察
推
官
」
と

は
完
全
に
重
な
り
あ
う
任
期
と
な
る
。
さ
ら
に
緯
の
一
字
を
形
様
化
す
る
と
い

う
一
字
髄
の
花
押
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
杭
州
牒
の
「
呂
甫
」
と
は
明
ら
か

に
呂
仲
甫
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
蘇
試
の
詩
に
よ
っ
て

『
参
記
』
の
空
欄
が
美
事
に
埋
め
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
成
尋
の
記
録
に
よ
っ
て

呂
仲
甫
が
正
し
く
は
櫂
観
察
推
官
で
あ
り
、
熙
寧
五
年
五
月
に
は
杭
州
に
あ
っ

た
事
寅
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

マ
マ

残
念
な
が
ら
策
書
節
判
題
公
事
徐
某
お
よ
び
観
察
判
官
許
直
に
つ
い
て
は
明

ら
か
に
し
難
く
、
蘇
試
の
作
品
に
も
、
杭
州
通
判
時
代
に
は
徐
・
許
雨
姓
に
屡

す
る
人
物
は
み
え
て
い
な
い
。
最
後
の
櫂
節
度
推
官
季
疏
に
つ
い
て
ほ
季
を
李

の
誤
り
と
し
て
李
疏
に
訂
正
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
蘇
試
の
詩
に
そ
れ
と
お
ぽ

中
郎
不
見
典
刑
存

、
、
、
、
、
、
、

君
先
去
踏
塵
埃
阻

、
、
、
、
、
、
、

我
亦
来
尋
桑
棗
村

首
を
廻
ら
せ
ば

西
湖
ほ
員
に
一
夢

ゃ

更
に
論
ず
る
を
休
め
よ

桑
棗
の
村

中
郎
見
ざ
れ
ど
も
典
刑
存
す

、
、
、
、
、
、

君
先
ず
去
っ
て
踏
む
塵
埃
の
陪

毎
到
先
看
酔
墨
痕
到
る
毎
に
先
ず
酔
墜
の
痕
を
看
る

楚
相
未
亡
談
笑
是
楚
相
未
だ
亡
ぜ
ず
談
笑
是
な
り



煕
寧
六
年
正
月
下
旬
か
ら
二
月
上
旬
に
か
け
て
、
蘇
試
は
行
部
つ
ま
り
杭
州

管
轄
の
諸
縣
を
巡
察
に
出
か
け
た
。
そ
の
道
中
の
第
一
作
に
「
富
陽
・
新
城
に

往
く
。
李
節
推
、
先
に
行
く
こ
と
三
日
、
風
水
洞
に
留
ま
り
て
待
た
る
」
が
あ

そ

る
。
第
三
連
で
「
路
長
く
漫
漫
と
し
て
江
浦
に
傍
う
」
と
詠
う
よ
う
に
、
錢
塘

江
に
沿
っ
て
上
流
の
富
春
江
北
岸
に
位
置
す
る
富
陽
縣
に
逹
す
る
。
こ
こ
よ
り

西
南
に
つ
づ
く
新
城
縣
、
杭
州
よ
り
西
南
約
八

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
現
在

に
い
た
る
十
四
首
を
、
第

1

一
連
に
「
此
の
開
、
我
が
吟
無
か
る
可
か
ら
ず
」
と

鴨
く
道
中
の
作
に
比
常
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
詩
ほ
嘗
時
に
お
け
る
杭
州

ー
富
陽
ー
新
城
閲
の
ル
ー
ト
を
明
ら
か
に
す
る
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

李
節
推
が
待
っ
風
水
洞
ほ
杭
州
の
西
南
方
お
お
よ
そ
一
―

-0キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
薔

(35) 

名
恩
徳
院
、
蘇
試
の
頃
に
は
慈
巖
院
と
稲
す
る
寺
院
内
に
あ
っ
た
。
こ
の
道
中

(36) 

の
作
に
は
「
風
水
洞
、
二
首
。
李
節
推
に
和
す
」
が
あ
り
、
行
部
に
同
行
し
た

マ
マ

李
節
度
推
官
こ
そ
杭
州
牒
の
櫂
節
度
推
官
李
疏
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

李
節
推
を
「
霙
隠
寺
に
遊
び
、
戯
れ
に
開
軒
李
居
士
に
贈
る
」
の
李
居
士
と

す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
詩
は
『
東
披
詩
』
な
ど
に
は
み
え
ず
『
東
披
七
集
』
の

『
績
集
』
巻
二
や
『
外
集
』
巻
四
に
載
せ
て
お
り
、
査
慎
行
『
補
注
東
披
編
年

詩
』
は
『
外
集
』
李
居
士
の
原
注
に
、
「
李
泌
節
推
」
の
四
文
字
が
加
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
李
居
士
を
李
似
、
す
な
わ
ち
李
節
推
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
李
悩
の
博
歴
は
詳
か
で
な
く
、
李
居
士
を
李
悩
と
速
断
す
る
こ
と
に
は

躊
躇
す
る
け
れ
ど
も
、
節
度
推
官
李
悩
の
存
在
は
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

の
城
陽
に
向
う
わ
け
で
あ
る
。
先
學
に
よ
っ
て
右
の
詩
か
ら
「
山
村
、
五
絶
」

し
き
人
物
が
い
る
。

少
く
と
も
他
に
比
定
し
う
る
者
が
存
在
し
な
い
以
上
、
杭
州
牒
の
李
某
は
蘇
試

の
李
節
推
で
あ
り
、
李
悩
な
る
人
物
で
あ
る
と
し
て
お
き
た
い
。

台
國
清
寺
に
到
着
、
佛
蹟
巡
拝
を
す
ま
せ
た
成
尋
ら
一
行
は
、
そ
の
開
に
五
豪

山
参
詣
の
申
請
を
行
い
、
神
宗
の
救
許
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
か
く
し
て
同

年
八
月
六
日
に
國
清
寺
を
痰
ち
、
天
姥
山
闘
嶺
を
越
え
曹
峨
江
を
小
舟
で
下
り

東
闘
に
て
杭
州
の
大
船
に
乗
り
か
え
、
同
月
廿
一
日
に
杭
州
へ
蹄
着
す
る
こ
と

に
な
る
。
翌
廿

1

一
日
條
に
、

マ
マ

雨
下
、
辰
時
、
借
レ
輻
葉
（
参
）
コ
向
轄
運
使
衡
f

有
ii

官
人
四
人
f

-

―
一
人
著

I

I

一
人
著
孟
諏
杉
↓
貼

1

一
茶
湯
f

送
I

I

大
船
一
由
有
レ
命
、

次
央
含
提
拳

街
二
也
茶
湯
f

悠
雨
大
下
f

不
レ
皇
知
府
都
督
井
通
判
街
―
（
鱈
重
』
）

と
述
べ
て
い
る
。
轄
運
使
と
は
雨
浙
轄
運
使
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
頃
の
轄
運

(37) 

使
街
ほ
雙
門
の
北
に
あ
っ
て
南
街
・
北
街
に
分
れ
て
い
た
。

成
尋
が
轄
運
使
衡
を
訪
れ
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
天
台
山
よ
り
越

州
に
到
着
し
た
と
き
韓
運
使
と
鉢
合
せ
し
た
か
ら
で
あ
る
。

十
二
日
幻
、
天
晴
、
午
時
、
墨
越
州
新
大
船
f

轄
運
使
被
レ
渡

1

一
杭
州
f

以
1

1

、
、
、
、
、
、

崇
班
細
炉
示
云
、
於

11

杭
州
―
奉
レ
謁
者
。
越
州
官
人
上
下
、
以

1

一
女
舞
架
船
f

恩
轄
運
使
f

儀
式
不
レ
四
注
璽
（
麟
認
戸
炉
）

雨
浙
轄
運
使
が
越
州
を
視
察
し
、
今
ち
ょ
う
ど
杭
州
へ
も
ど
る
と
こ
ろ
に
遭
遇

黒
杉
f

し
た
わ
け
で
あ
る
。
す
で
に
救
許
を
得
て
都
へ
上
る
こ
と
に
な
っ
た
日
本
僧
一

熙
寧
五
年
五
月
四
日
、
杭
州
を
あ
と
に
天
台
山
へ
向
い
、
同
月
十
＿
―
-
日
に
天

四

1
0
 



行
を
無
視
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
杭
州
到
着
後
の
再
會
を
約
束
し
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
成
尋
も
ま
た
約
束
に
應
え
て
表
敬
訪
問
し
た
も
の
で
あ
る
。

談
』
で
有
名
な
沈
括
が
検
正
中
書
刑
房
公
事
と
し
て
雨
浙
路
を
巡
察
し
た
と
き

の
報
告
に
、
浙
東
の
温
州
・
台
州
な
ど
は
煕
寧
四
年
以
後
、
監
司
の
視
察
を
鰹

験
し
た
こ
と
が
な
く
、
業
務
は
麿
弛
し
貼
検
す
る
人
も
な
い
と
述
べ
た
の
ち
、

蓋
し
、
監
司
は
止
だ
浙
西
（
杭
州
）
に
在
り
、
船
に
乗
り
て
往
来
す
る
の

み
。
文
移
芳
午
し
て
指
揮
は
一
な
ら
ず
、
州
縣
は
之
れ
に
適
従
す
る
莫
し
。

遠
民
は
赴
懃
す
る
所
無
く
、
近
瓢
応
欝
迎
犀
む
。
（
韓
疇
麟
墨

翡虹）

と
指
摘
し
て
い
る
が
、
成
尋
の
記
録
は
そ
の
貼
を
鮮
や
か
に
描
寓
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

杭
州
に
て
轄
運
使
街
に
参
上
し
た
成
尋
ほ
緑
杉
の
一
人
と
黒
杉
の
三
人
に
面

會
し
た
と
い
う
。
宋
代
の
制
度
で
は
唐
代
の
制
に
な
ら
い
、
官
人
の
朝
服
を
一
―
―

品
以
上
が
紫
、
五
品
以
上
が
朱
、
七
品
以
上
が
緑
、
九
品
以
上
が
青
と
定
め
て

い
る
。
た
だ
紳
宗
の
い
わ
ゆ
る
元
豊
の
官
制
改
革
よ
り
已
降
、
紫
衣
ほ
四
品
以

上
と
し
、
六
品
以
上
は
緋
、
九
品
以
上
が
緑
に
改
め
ら
れ
、
緋
・
紫
を
著
け
る

(38) 

者
は
必
ら
ず
魚
帯
を
侃
び
る
。
こ
れ
を
章
服
と
い
っ
た
。
成
尋
の
場
合
は
改
革

以
前
で
あ
る
か
ら
緑
衣
ほ
六
・
七
品
と
す
る
に
し
て
も
、
黒
杉
に
あ
た
る
も
の

が
無
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
示
唆
を
典
え
て
く
れ
る
の
は
沈
括
の
『
夢
漢
筆
談
』

巻
―
―
-
．
辮
證
で
あ
る
。
沈
括
ほ
熙
寧
年
開
の
沐
京
あ
た
り
で
、
皇
族
や
そ
の
縁

故
者
逹
に
紫
衣
を
着
る
の
が
流
行
り
、
そ
の
紫
ほ
黒
紫
と
稲
さ
れ
邑
と
見
紛
う

(39)
。

ぼ
か
り
の
色
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
玄
を
説
明
し
て
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ

成
尋
を
め
ぐ
る
宋
人
ー
ー
『
参
天
台
五
壷
山
記
劉
記
』
二
の
一

『
夢
湊
筆

に
よ
っ
て
玄
色
に
近
似
の
紫
杉
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
『
宋
史
』
輿
服

志
五
に
も
熙
寧
九
年
に
「
朝
服
の
紫
色
に
し
て
黒
に
近
き
も
の
」
の
使
用
を
禁

じ
て
お
り
、
服
制
の
風
れ
を
物
語
る
ば
か
り
で
な
く
、
成
尋
が
黒
杉
と
み
た
の

(40) 

は
紫
杉
で
あ
っ
た
こ
と
を
傍
證
し
て
く
れ
る
。

ち
な
み
に
轄
運
使
の
下
に
は
副
使
、
判
官
を
置
く
と
は
い
え
必
ず
し
も
一
様

（山）

で
は
な
く
、
置
廃
と
も
ど
も
明
確
で
は
な
し
。
雨
浙
轄
運
使
の
場
合
、
至
道
一
―
―

年
（
九
九
七
）
に
東
・
西
が
一
路
と
し
て
扱
わ
れ
て
以
来
、
熙
寧
七
年

(
1
0

七
四
）
に
沈
括
の
上
奏
に
よ
り
再
び
雨
路
に
分
れ
る
ま
で
使
・
副
使
併
存
で
あ

っ
た
と
考
え
、
成
尋
の
記
す
い
わ
ゆ
る
黒
杉
―
―
一
人
を
、
轄
運
使
・
副
使
・
判
官

(42) 

に
あ
て
た
い
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
管
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
裏
づ

け
る
資
料
を
見
出
せ
な
い
。
ま
た
雨
浙
轄
運
使
の
任
に
あ
っ
た
者
も
熙
寧
一
一
一
年

八
月
、
祖
無
揮
・
苗
振
の
事
件
で
副
使
に
降
格
さ
れ
た
太
常
寺
少
卿
賣
昌
衡
が

(g 

翌
四
年
五
月
、
濯
宿
に
代
っ
て
櫂
堕
鐵
副
使
と
な
る
ま
で
雨
浙
轄
運
使
が
新
た

に
任
ぜ
ら
れ
た
と
も
思
わ
れ
ず
、
さ
り
と
て
彼
の
後
任
も
明
ら
か
で
な
い
。
わ

ず
か
に
越
え
て
熙
寧
七
年
九
月
、
雨
浙
路
轄
運
使
王
庭
老
の
名
が
あ
る
も
の
の
、

翌
八
年
冬
十
月
に
呂
恵
卿
と
朋
附
し
た
か
ど
で
罷
免
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み

a) 

れ
ば
、
買
昌
衡
と
王
庭
老
の
閲
に
、
も
う
一
人
の
轄
運
使
を
想
定
す
る
の
が
理

に
か
な
い
、
そ
れ
が
成
尋
と
交
渉
を
持
っ
た
人
物
と
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

ふ

轄
運
使
衡
に
参
上
し
た
も
の
の
「
雨
大
い
に
下
る
に
依
っ
て
知
府
都
督
、
井

び
に
通
判
の
衡
に
参
ら
ず
」
、
そ
の
ま
ま
杭
州
を
後
に
し
た
成
尋
で
あ
っ
た
が

翌
年
五
月
廿
一
日
、
沐
京
よ
り
杭
州
へ
も
ど
っ
た
時
、
知
州
都
督
お
よ
び
通
判

に
面
會
す
る
こ
と
が
出
来
た
。



廿
一
日
怒
…
・
・
・
中
略
…
…
次
参

1

一
知
府
舎
人
許
f

人
々
喫
レ
酒
之
開
、
不
レ

燭
案
内

f

還
了

廿
二
日
奸
、
天
睛
、
辰
一
貼
、
皇
通
判
學
士
f

但
船
申
文
典
レ
判
、
劉
殿

直
申
文
也
、
次
参
ー
通
判
郎
中
許
f

二
人
共
有
レ
貼

1

一
茶
湯
f

次
参

1

一
知
府
舎

街
f

有
i

i

茶
湯

1

右
の
知
府
舎
人
が
前
年
五
月
十
六
日
付
を
も
っ
て
知
審
官
西
院
に
昇
っ
た
沈
立

の
あ
と
、
知
杭
州
と
な
っ
た
陳
襄
、
通
判
郎
中
が
尚
書
比
部
郎
中
通
判
軍
州
事

劉
某
、
そ
し
て
通
判
學
士
が
蘇
試
で
あ
る
こ
と
は
領
解
で
き
よ
う
。

陳
襄

(
1
0
一
七

S
八
0
)
字
は
述
古
、
侯
官
(
-
幅
建
省
閾
侯
）
の
人
で
あ

(45) 

る
。
慶
暦
二
年

(
1
0四
二
）
進
士
及
第
の
の
ち
建
州
浦
城
縣
（
扁
建
省
）
主

簿
を
へ
て
、
台
州
仙
居
縣
令
と
な
り
、
皇
祐
三
年

(
1
0五
一
）
に
著
作
郎
・

知
孟
州
河
陽
縣
に
轄
じ
た
。
や
が
て
仁
宗
朝
の
名
臣
富
弼
に
見
出
さ
れ
、
嘉
祐

二
年

(
1
0五
七
）
に
太
常
博
士
・
秘
門
校
理
、
明
年
に
は
判
尚
書
詞
部
、
同

六
年
に
は
知
常
州
と
な
っ
て
い
る
。
英
宗
時
代
に
は
開
封
府
推
官
、
顎
鐵
判
官

を
歴
任
、
神
宗
朝
に
入
っ
て
か
ら
は
エ
部
郎
中
、
刑
部
郎
中
さ
ら
に
侍
御
史
知

維
事
な
ど
を
へ
た
が
、
富
弼
と
同
様
に
新
法
を
批
判
し
た
あ
げ
く
王
安
石
、
呂

(46) 

恵
卿
を
貶
斥
し
て
天
下
に
謝
す
べ
し
と
ま
で
激
し
く
非
難
し
た
た
め
新
法
振
の

憎
し
み
を
買
っ
た
。
彼
の
オ
覺
を
高
く
評
償
し
て
い
た
紳
宗
は
、
王
安
石
ら
の

反
封
を
押
し
て
試
知
制
詰
に
任
じ
中
央
に
留
め
よ
う
と
し
た
が
、
空
氣
を
察
知

し
た
陳
襄
は
、
自
分
の
主
張
が
通
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
外
任
を
求
め
た
。

王
安
石
が
彼
の
た
め
に
準
備
し
た
映
西
韓
運
使
の
ポ
ス
ト
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

紳
宗
が
懇
ろ
に
辟
退
す
る
彼
を
慰
留
し
、
修
起
居
注
そ
し
て
知
制
詰
兼
直
學
士

院
に
進
め
て
い
る
の
も
、
紳
宗
が
い
か
に
期
待
し
て
い
た
か
を
物
語
る
。
逆
に

憎
し
み
を
増
す
新
法
振
は
小
失
を
あ
げ
つ
ら
い
、
知
陳
州
へ
追
い
お
と
す
こ
と

に
成
功
す
る
。
か
く
て
成
尋
入
宋
の
年
、
沈
立
に
か
わ
っ
て
知
杭
州
と
な
っ
た

(47) 

わ
け
で
あ
る
。

孫
覺
の
「
古
霊
先
生
墓
誌
銘
」
に
記
す
よ
う
に
、
故
郷
の
侯
官
縣
古
霊
に
ち

な
ん
で
古
霊
と
琥
し
、
文
集
二
五
巻
を
『
古
霊
集
』
と
い
う
。
そ
の
巻
首
に
牧

め
る
「
熙
寧
罷
筵
論
薦
司
馬
光
等
―
―
-
+
―
―
一
人
章
藁
」
は
、
か
つ
て
紳
宗
が
用
う

ペ
き
人
物
を
問
う
た
と
き
陳
襄
が
司
馬
光
、
韓
維
、
呂
公
著
ら
＝
―
-
―
-
名
を
列
學

し
た
も
の
で
あ
る
。
中
に
詞
臣
と
し
て
時
の
尚
書
祠
部
員
外
郎
・
直
史
館
・
櫂

知
河
中
府
事
蘇
試
の
名
が
あ
り
、
か
ね
が
ね
蘇
試
を
評
債
し
て
い
た
事
寅
を
偉

え
て
い
る
。
な
お
陳
襄
は
杭
州
に
あ
る
こ
と
一
一
年
、
『
咸
淳
臨
安
志
』
に
よ
れ

ば
應
天
府
に
轄
任
し
た
と
い
い
「
行
吠
」
に
は
ま
た
煕
寧
八
年
、
通
進
銀
豪
司

(48) 

兼
門
下
封
駁
事
・
提
奉
進
奏
院
と
な
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
元

豊
三
年

(
1
0八
0
)
三
月
十
一
日
、
判
尚
書
都
省
を
も
っ
て
卒
し
、
給
事
中

を
贈
ら
れ
た
。
春
秋
六
十
四
で
あ
っ
た
。

共
に
王
安
石
を
政
敵
と
し
、
新
法
派
に
よ
っ
て
貶
鏑
さ
れ
た
陳
襄
と
蘇
試
が

杭
州
に
相
い
ま
み
え
た
の
で
あ
る
。
雨
者
の
感
懐
い
か
ば
か
り
で
あ
り
、
交
誼

い
か
に
展
開
し
た
か
は
推
測
す
る
に
難
く
な
い
。
熙
寧
五
年
八
月
、
前
任
者
沈

立
の
留
別
に
和
し
た
直
後
、
着
任
早
々
の
陳
襄
に
猷
じ
た
「
陳
述
古
の
拒
霜
花

に
和
す
」
を
初
韻
と
し
て
、
二
人
の
交
遊
ぶ
り
を
詠
い
上
げ
た
も
の
は
多
く
、

陳
襄
に
も
「
蘇
子
瞭
通
判
の
告
中
に
在
り
て
、
余
の
出
郊
す
る
を
聞
き
、
詩
を

ら
る

(49)

以
て
寄
せ
見
る
に
和
す
」
ほ
か
爾
答
の
詩
詞
を
残
し
て
い
る
。

「
陳
述
古
の
拒



霜
花
に
和
す
」

喚
作
拒
霜
知
未
稲

細
思
却
是
最
宜
霜

は
秋
風
や
霜
を
王
安
石
ら
新
法
派
に
、
木
芙
蓉
を
陳
襄
に
瞥
え
た
も
の
と
解
す

る
の
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
通
り
一
遍
に
留
別
の
韻
で
壷
き
た
沈
立
と
の
差
は

き
わ
だ
っ
て
い
る
。

蘇
試
の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
成
尋
が
天
台
山
よ
り
沐
京
に
向
う
途
中
、
杭
州
に

滞
在
し
た
熙
寧
五
年
八
月
廿
一
日
直
前
ま
で
、
折
し
も
行
わ
れ
て
い
た
科
拳
の

ら
か
で
あ
る
。

只
だ
芙
蓉
の
獨
り
芳
し
き
有
り

ょ

か

な

喚
び
て
拒
霜
と
作
す
知
ん
ぬ
未
だ
稲
わ
ざ
る
か

細
ら
思
え
ば
却
っ
て
是
れ
最
も
霜
に
宜
し

豫
備
試
験
で
あ
る
解
試
の
監
試
を
つ
と
め
、

1

一
十
日
あ
ま
り
を
鳳
凰
山
中
腹
の

中
和
堂
に
こ
も
っ
て
い
た
。
八
月
十
五
日
稜
表
の
豫
定
が
遅
れ
て
十
七
日
の
放

膀
と
な
っ
た
こ
と
は
「
八
月
十
七
日
、
復
た
び
望
海
棲
に
登
り
、
自
ら
前
篇
に

(50) 

和
す
。
是
の
日
、
膀
出
ず
。
余
、
試
官
雨
人
と
復
た
び
留
ま
る
、
五
首
」
に
明

八
月
十
五
日
夜
の
「
試
官
の
考
較
を
催
し
て
戯
れ
に
作
る
」
韻

に
錢
塘
江
の
観
潮
に
つ
き
七
・
八
連
に

八
月
十
八
潮

朕
観
天
下
無

朕
観

八
月
十
八
の
潮

天
下
に
無
し

と
詠
じ
て
お
り
、
杭
州
に
着
任
い
ら
い
最
高
の
海
嘘
を
紐
瞼
し
て
い
な
い
蘇
試

が
、
文
字
ど
お
り
眺
望
す
る
の
に
絶
好
の
望
海
棲
に
「
復
び
留
ま
」

成
尋
を
め
ぐ
る
宋
人
＇
~
『
参
天
台
五
壼
山
記
劉
記
』
二
の
一

小

只
有
芙
蓉
獨
自
芳

結

（
『
東
披
詩
』
）
の

巻
一
四

千
林
掃
作
一
番
黄

は
ら

千
林
掃
い
て
一
番
の
黄
を
作
し

っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
成
尋
は
「
雨
大
い
に
下
る
に
依
」
っ
て
参
上
し
な
か
っ
た
が
、

知
州
陳
襄
に
は
と
も
か
く
、
参
上
し
て
も
通
判
蘇
試
に
は
面
會
で
き
な
か
っ
た

可
能
性
が
強
い
。

蘇
試
は
成
尋
入
宋
の
年
十
二
月
、
松
江
の
提
防
を
改
修
す
る
工
事
の
た
め
北

方
の
湖
州
に
赴
き
秀
州
を
め
ぐ
っ
て
お
り
、
翌
熙
寧
六
年
十
一
月
に
も
、
こ
の

年
か
ら
始
ま
る
大
旱
魃
に
見
舞
わ
れ
た
常
州
、
潤
州
な
ど
の
被
災
地
巡
察
と
飢

民
救
清
に
あ
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
成
尋
が
沐
京
か
ら
杭
州
へ
蹄
還
し
た
煕
寧

六
年
五
月
に
ほ
杭
州
に
居
す
わ
っ
て
お
り
、
こ
こ
に
二
人
は
面
談
す
る
こ
と
が

で
き
、
蘇
試
ほ
成
尋
ら
の
出
航
許
可
書
に
印
判
し
茶
湯
を
ふ
る
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
成
尋
は
こ
の
通
判
學
士
が
後
年
わ
が
國
に
大
き
な
影
響
を
典
え
る
人
物
と

は
、
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
具
罷
的
な
こ
と
は
何
も
語
ら
ず
姓

名
さ
え
記
し
て
い
な
い
の
は
惜
ま
れ
る
。

註(

1

)

「
日
宋
交
通
路
の
再
検
討
ー
参
天
台
五
壷
山
記
劉
記
一
」
品
田
五
鰐
辛
『
文
化

史
論
叢
』
上
）
、
同
績
（
『
史
泉
』
六
七
琥
）
。

(

2

)

哲
宗
の
時
、
煕
河
妓
用
李
公
緒
な
る
者
が
お
り
（
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
五

0
-
、
元
符
元
年
八
月
條
）
、
排
行
よ
り
み
て
同
族
と
思
わ
れ
る
。

(

3

)

『
参
記
』
巻
八
・
煕
寧
六
年
六
月
十
一
日
條
に
「
夜
前
後
孫
吉
船
五
人
来
由
申

マ
マ

了
。
但
定
海
縣
可
送
日
本
船
由
、
可
被
賜
丁
文
由
了
」
と
あ
る
。

(

4

)

「
四
月
十
四
日
唸
午
時
潮
渦
、
人
々
多
来
、
開
河
中
門
戸
入
船
、
上
河
敷
里
、

又
開
水
門
入
船
、
大
橋
雨
虞
、
皆
以
石
為
柱
、
井
具
足
物
以
貴
丹
蜜
荘
厳
、
申
時

著
問
官
門
前
、
云
云
」
と
あ
る
。

(

5

)

前
出
『
参
記
』
巻
一
・
熙
寧
五
年
四
月
十
六
日
條
゜

(

6

)

藤
田
豊
八
「
宋
代
の
市
舶
司
及
び
市
舶
條
例
」
（
『
東
洋
學
報
』
七
ー
ニ
、
の
ち



『
東
西
交
渉
史
の
研
究
』
南
海
篇
）
。

(

7

)

『
参
記
』
巻
一
・
煕
寧
五
年
四
月
十
八
日
條
「
錢
三
貫
借
、
送
問
官
、
開
封
後

マ
マ

可
返
者
」
。
ま
た
同
月
廿
日
條
に
「
巳
時
、
以
快
宗
供
奉
為
首
六
人
、
遣
問
官
市
、

申
時
沙
汰
了
、
如
員
以
小
船
運
来
、
問
官
之
恩
不
可
思
議
也
」
と
あ
る
。

(

8

)

陳
詠
は
排
行
に
よ
り
陳
一
郎
と
も
稲
し
て
い
る
。
後
に
引
用
す
る
巻
二
の
杭
州

牒
に
陳
詠
の
状
が
記
さ
れ
て
お
り
、
治
平
二
年
（
治
暦
元
年
、
一
〇
六
五
）
に
日

本
へ
赴
き
交
易
に
従
事
し
て
い
る
と
き
成
尋
ら
と
知
り
あ
っ
た
と
い
う
。
偶
然
の

よ
う
に
記
す
が
到
着
直
後
の
四
月
十
九
日
、
杭
州
把
剣
螢
の
張
三
郎
が
ホ
テ
ル
で

の
出
會
い
と
い
い
、
す
で
に
日
本
滞
在
中
、
雨
者
の
間
に
密
約
が
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
巻
一
•
四
月
十
九
日
條
に
突
然
の
ご
と
く
「
陳
一
郎
来
向
、
五
度
渡
日
本

人
也
、
善
知
日
本
語
、
申
云
、
以
陳
詠
為
通
事
、
可
参
天
台
者
、
乍
悦
約
束
了
」

と
あ
る
の
は
そ
の
證
で
あ
る
。
原
美
和
子
氏
ほ
五
度
目
の
日
本
来
航
を
治
平
二
年

そ
の
も
の
と
し
、
四
年
滞
在
の
の
ち
熙
寧
二
年
（
延
久
元
年
・
一
〇
六
九
）
杭
州

に
蹄
着
し
た
と
さ
れ
る
が
（
「
成
尋
の
入
宋
と
宋
商
人
ー
入
宋
船
孫
忠
説
に
つ
い

て
ー
『
古
代
文
化
』
四
四
巻
一
琥
）
、
陳
詠
朕
か
ら
治
平
二
年
よ
り
熙
寧
二
年
ま

で
日
本
に
ひ
き
つ
づ
き
滞
在
し
た
確
證
ほ
得
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
熙
寧
二
年
が

五
度
目
の
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
陳
詠
は
後
に
成
尋
の
弟
子
と
な
り
出
家
剃
髪
し

て
法
名
を
悟
本
と
い
い
、
快
宗
供
奉
ら
五
人
と
熙
寧
六
年
（
延
久
五
年
・
一
〇
七

三
）
日
本
に
来
航
し
て
い
る
。

(

9

)

田
中
美
佐
「
宋
代
の
喫
茶
・
喫
湯
」
（
『
史
泉
』
六
六
琥
）
。

(
1
0
)

『
夢
袈
筆
談
』
巻
一
、
「
予
為
鄭
延
紐
略
使
日
、
至
新
一
顧
、
謂
之
五
司
顧
、

延
州
正
顧
乃
都
督
麒
、
治
延
州
事
云
云
」

(
1
1
)

『
参
記
』
巻
一
・
煕
寧
五
年
四
月
十
四
日
條
「
申
時
、
著
問
官
門
前
、
見
都
督

門
、
如
日
本
朱
門
、
左
右
棲
三
閲
、
前
有
廊
井
大
屋
、
向
河
懸
簾
、
都
督
乗
船
時

屋
也
。
」
。
ま
た
同
月
廿
二
日
條
に
「
都
督
北
ノ
方
、
従
市
中
過
行
、
前
後
共
人
敷

百
人
也
、
云
云
」
と
あ
る
。

(
1
2
)

『
察
忠
悪
集
』
巻
三
六
・
「
沈
君
墓
誌
銘
」
。

(
1
3
)

『
韓
南
陽
集
』
巻
一
七
・
「
河
北
轄
運
使
兵
部
郎
中
沈
立
太
常
少
卿
」
。

(14)

『
韓
南
陽
集
』
巻
一
八
・
「
沈
立
充
集
賢
修
撰
知
演
州
」
。

(

1

5

)

『
北
宋
鰹
撫
年
表
』
巻
四
も
、
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

(16)

『
乾
逍
臨
安
志
』
巻
三
・
陳
襄
條
に
「
煕
寧
五
年
五
月
乙
未
、
以
知
陳
州
尚
書

刑
部
郎
中
知
制
諾
陳
襄
知
杭
州
」
と
あ
る
。

(

1

7

)

『
長
編
』
巻
二
四
一
「
煕
寧
五
年
十
二
月
庚
辰
、
右
諫
議
大
夫
沈
立
等
、
上
新

修
審
官
西
院
救
十
巻
、
詔
賜
銀
絹
有
差
」
。
な
お
『
宋
史
』
本
博
は
こ
れ
に
ふ
れ

な
い
。

(
1
8
)

『
長
編
』
巻
二
六
六
・
熙
寧
八
年
秋
七
月
甲
子
「
右
諫
議
大
夫
沈
立
、
上
所
集

都
水
紀
二
百
巻
・
名
山
記
百
巻
、
詔
奨
之
」
と
あ
る
。
『
宋
史
』
本
博
に
は
「
立

上
其
（
蔵
書
）
目
及
所
著
名
山
水
記
三
百
巻
」
と
あ
る
が
、
今
は
『
長
編
』
お
よ

び
『
宋
會
要
輯
稿
』
（
以
下
『
宋
會
要
』
と
略
す
）
五
六
・
崇
儒
五
之
二
に
従
う
。

(

1

9

)

森
克
巳
「
日
宋
貿
易
に
活
躍
し
た
人
々
」
（
『
績
日
宋
貿
易
の
研
究
』
第
十
五

章
）
は
こ
の
牒
文
を
利
用
し
、
陳
詠
が
治
平
二
年

(
1
0六
五
）
に
来
航
し
た
こ

と
は
認
め
な
が
ら
、
煕
寧
二
年

(
1
0六
九
）
を
同
次
の
錨
國
年
と
考
え
た
た
め

か
、
な
ん
ら
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
註
(

8

)

を
参
看
゜

(
2
0
)

葉
夢
得
『
石
林
燕
語
』
巻
六
に
「
尚
書
省
、
櫃
密
院
劉
子
、
陸
制
各
不
同
、
尚

書
年
月
日
、
宰
相
自
上
先
書
、
有
次
相
則
重
書
、
共
一
行
、
而
左
右
丞
於
下
分
書
、

別
為
雨
行
、
蓋
以
上
為
重
、
櫃
密
知
院
自
下
先
書
、
同
知
以
次
、
重
書
於
上
、
策

書
亦
然
、
蓋
以
下
為
重
、
而
不
別
行
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
州
牒
は
楯
密
院

劉
子
様
式
に
な
ら
っ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

(

2

1

)

宮
崎
市
定
「
宋
代
州
縣
制
度
の
由
来
と
そ
の
特
色
ー
特
に
衝
前
の
愛
遷
に
つ

い
て
ー
」
（
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』
四
）
。

(

2

2

)

『
三
朝
名
臣
言
行
録
』
巻
九
之
三
、
「
謝
景
温
言
、
疱
鎮
學
蘇
試
為
諫
官
、
試

向
丁
憂
、
多
占
舟
肛
、
阪
私
甕
蘇
木
云
云
」
。

(
2
3
)

『
苑
太
史
集
』
巻
二
八
「
龍
圏
閣
直
學
士
知
穎
州
蘇
試
辟
不
允
詔
」
。

(

2

4

)

こ
れ
は
『
東
披
詩
』
に
は
み
え
ず
、
陳
邁
冬
注
『
蘇
試
詩
選
」
巻
一
三
、
『
東

披
績
集
』
巻
二
、
『
東
披
外
集
』
巻
四
に
牧
め
る
。
な
お
小
川
環
樹
・
山
本
和
義

『
蘇
東
波
詩
集
』
第
三
冊
．
―
二
四
頁
註
を
参
照
。

一
四



(

2

5

)

「
送
魯
元
翰
少
卿
知
衛
州
」
（
『
東
披
詩
』
巻
二

0
)
ほ
熙
寧
十
年
三
月
、
開
封

城
外
に
あ
っ
た
疱
鎮
の
別
堂
に
寄
寓
中
の
作
（
施
宿
『
年
譜
』
、
王
文
皓
『
網
案
』

巻
一
五
）
と
さ
れ
る
も
の
で
「
憶
う
錢
塘
に
在
り
し
歳
、
情
好
は
弟
昆
に
均
し
」

と
詠
う
。
煕
寧
六
年
夏
よ
り
＿
―
-
年
の
杭
州
通
判
時
代
を
へ
て
、
こ
の
年
三
月
の
衛

州
赴
任
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
2
6
)

『
集
註
分
類
東
披
詩
』
（
四
部
叢
刊
宋
本
、
以
下
『
東
披
詩
』
）
巻
一
七
・
「
沈

諫
議
召
遊
湖
不
赴
、
明
日
得
雙
蓮
於
北
山
下
、
作
一
紹
持
献
、
沈
既
見
和
又
別
作

一
首
、
因
用
其
韻
」
。

（
町
）
「
牡
丹
記
」
（
『
東
披
集
』
巻
二
四
）
に
「
煕
寧
五
年
三
月
二
十
―
―
―
日
、
余
従

太
守
沈
公
観
花
於
吉
詳
寺
憎
守
瑣
之
圃
」
と
あ
り
、
そ
の
折
の
韻
が
「
吉
詳
寺
賞

牡
丹
」
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
花
見
は
「
酒
甜
築
作
、
州
人
大
集
、
金
槃
採
藍
、
以

献
子
坐
者
、
五
十
有
一
二
人
」
と
い
え
ば
個
人
的
な
交
り
と
い
う
よ
り
官
民
の
親
睦

を
は
か
る
恒
例
の
行
事
で
あ
っ
た
ろ
う
。

(
2
8
)

『
東
波
詩
』
巻
一
七
、
「
自
痙
山
回
得
呂
察
推
詩
、
用
其
韻
、
招
之
宿
湖
上
」
。

王
文
詰
の
『
練
案
』
に
よ
れ
ば
煕
寧
五
年
七
月
一
日
、
舟
で
餘
杭
へ
向
い
、
七
日

に
法
喜
寺
、
翌
八
日
に
餘
杭
を
出
稜
し
て
臨
安
の
浄
土
寺
に
宿
り
、
功
臣
寺
を
ヘ

て
径
山
を
め
ぐ
り
杭
州
に
婦
っ
た
も
の
で
あ
り
、
湖
上
に
宿
る
と
は
鳳
凰
山
下
の

昭
慶
寺
前
に
あ
っ
た
望
湖
櫻
で
、
「
夜
だ
西
湖
」
五
首
は
こ
の
時
の
作
だ
と
い
う
。

(
2
9
)

「
曾
冗
恕
沸
龍
山
、
呂
穆
仲
不
至
」
、
『
東
披
詩
』
、
『
施
注
蘇
詩
』
に
は
採
録
な

く
『
蘇
文
忠
公
詩
合
註
』
、
『
東
波
績
集
』
に
よ
る
。
陳
邁
冬
『
蘇
試
詩
選
』
は
曾

元
恕
を
蘇
試
の
朋
友
と
す
る
。

(
3
0
)

『
東
披
詩
』
巻
ニ
―
―
-
、
「
五
月
十
日
典
呂
仲
甫
周
邪
僧
恵
勤
恵
思
清
順
可
久
惟

粛
義
詮
、
同
淀
湖
漉
北
山
」
。
こ
の
中
、
周
邪
は
嘗
時
の
錢
塘
縣
令
で
あ
る
。
嘉
祐

八
年

(
1
0六
三
）
の
進
士
で
字
は
開
祖
、
錢
塘
の
人
。
『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
六

六
に
偲
が
あ
り
蘇
試
と
の
酬
詠
が
多
く
み
ら
れ
る
。
恵
勤
・
恵
思
は
「
騰
日
遊
孤

山
、
訪
恵
勤
・
恵
思
二
憎
」
（
『
東
披
詩
』
巻
一
七
）
な
ど
に
み
え
る
孤
山
報
恩

院
の
憎
で
あ
る
。
恵
勤
の
偲
は
『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
七

0
に
あ
り
、
蘇
試
が
最
も

早
く
親
し
ん
だ
詩
憎
で
も
あ
る
。
『
東
披
集
』
巻
二

0
の
「
六
一
泉
銘
叙
」
に
よ

成
尋
を
め
ぐ
る
宋
人
ー
ー
『
参
天
台
五
憂
山
記
劉
記
」
二
の
一

一
五

れ
ば
、
恵
勤
を
紹
介
し
た
の
は
欧
陽
脩
で
あ
っ
た
ら
し
く
「
予
到
官
―
―
一
日
、
訪
勤

於
孤
山
之
下
」
と
い
う
。
の
ち
蘇
試
は
「
錢
塘
勤
上
人
詩
集
叙
」
（
『
東
披
集
』
巻

ニ
四
）
を
寄
せ
て
い
る
。
恵
思
の
博
も
『
臨
安
志
』
巻
七

0
に
あ
り
、
『
臨
川
先

生
文
集
』
巻
三
一
、
「
和
恵
思
韻
二
首
」
が
示
す
よ
う
に
王
安
石
と
も
交
り
が
あ

っ
た
。
ま
た
阪
陽
脩
と
も
親
し
か
っ
た
こ
と
は
蘇
試
の
「
哭
欧
公
、
孤
山
憎
恵
思

示
小
詩
次
韻
」
（
『
東
披
詩
』
巻
二
四
）
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
。
消
順
・
可
久
も

『
臨
安
志
』
巻
七

0
に
列
偲
が
あ
る
。
浦
順
字
は
恰
然
。
彼
が
王
安
石
と
交
り
を

持
っ
た
の
は
『
冷
齋
夜
話
』
巻
六
に
み
え
る
。
蘇
試
の
「
是
日
宿
水
陸
寺
、
寄
北

山
浦
順
憎
二
首
」
（
『
東
披
詩
』
巻
一
六
）
を
み
れ
ば
西
湖
北
山
の
僧
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
「
僧
清
順
新
作
垂
雲
亭
」
（
『
東
披
詩
』
巻
九
）
に
よ
れ
ば
、
の
ち
杭

州
城
外
の
賓
厳
院
に
住
し
た
ら
し
い
。
可
久
は
字
を
逸
老
と
い
い
順
恰
然
に
到
し

久
逸
老
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
。
『
佛
祖
統
紀
』
巻
二
七
の
本
偉
に
は
四
明
の
開

化
寺
に
住
し
た
と
記
す
が
、
蘇
試
の
「
上
元
過
詳
符
僧
可
久
房
、
爾
然
無
燈
火
」

（
『
東
披
詩
』
巻
―
―
―
―
)
よ
り
、
こ
の
頃
に
は
杭
州
の
大
中
詳
符
寺
の
住
僧
で
あ

っ
た
と
み
た
い
。
惟
粛
と
義
詮
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
。

(
3
1
)

「
寄
呂
穆
仲
寺
丞
」
（
『
東
披
詩
』
巻
一
六
）

(

3

2

)

『
皇
朝
文
鑑
』
巻
三
九
・
王
震
の
「
奉
議
郎
河
北
東
路
提
刑
呂
仲
甫
可
依
前
官

充
河
北
西
路
提
刑
」
。
『
宋
史
』
巻
一
七
八
・
食
貨
上
・
崇
寧
二
年
條
『
北
宋
経

撫
年
表
』
巻
ニ
・
京
西
南
路
安
撫
使
・
兵
馬
巡
検
・
知
部
州
條
お
よ
び
同
巻
二
・

荊
湖
北
路
馬
歩
軍
都
穂
管
・
知
荊
南
軍
府
條
゜

(
3
3
)

『
蘇
文
忠
公
詩
合
註
』
、
『
補
注
東
披
編
年
詩
』
に
依
撼
す
る
。

(
3
4
)

「
往
富
陽
新
城
、
李
節
推
先
行
三
日
、
留
風
水
洞
見
待
」
（
『
東
披
詩
』
巻
一
）
。

(
3
5
)

『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
二
九
に
「
在
楊
村
慈
巖
院
、
院
薔
名
恩
徳
、
有
洞
極
大
、

流
水
不
喝
、
頂
上
又
一
洞
、
立
夏
清
風
自
生
、
立
秋
則
止
、
故
名
」
と
あ
り
、
白

架
天
の
「
遊
恩
徳
寺
詩
井
序
」
（
『
白
氏
文
集
』
巻
―

10)
な
ど
と
と
も
に
蘇
東

披
の
該
詩
を
引
い
て
い
る
。

(
3
6
)

「
風
水
洞
二
首
和
李
節
推
」
（
『
東
披
詩
』
巻
一
）
。

(
3
7
)

『
咸
淳
臨
安
志
』
巻
五
二
、
「
曾
在
雙
門
北
、
為
南
北
雨
街
、
今
在
豊
豫
門
南
、



『
宋
會
要
』
四
四

有
東
西
二
顧
」
。

(
3
8
)

『
宋
史
』
巻
一
五
＝
―
・
輿
服
志
五
・
諸
臣
服
下
・
公
服
。

冊
．
輿
服
四
之
二
八
・
公
服
。

(
3
9
)

『
夢
深
筆
談
』
巻
三
・
罪
證
、
「
世
以
玄
為
浅
黒
色
、
瑾
為
諸
玉
、
皆
不
然
也
、

玄
乃
赤
黒
色
、
鷺
羽
是
也
、
故
謂
之
玄
鳥
、
煕
寧
中
、
京
師
貴
人
戚
里
、
多
衣
深

紫
色
、
謂
之
黒
紫
、
典
邑
相
胤
、
幾
不
可
分
、
乃
所
謂
玄
也
」
。

(
4
0
)

『
宋
史
』
巻
一
五
三
・
輿
服
五
・
士
庶
人
車
服
之
制
、
「
紳
宗
煕
寧
九
年
、
禁

朝
服
紫
色
近
黒
者
」
。

(
4
1
)

梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
第
一
二
章
第
四
節
「
監
司
」
参
照
。

(
4
2
)

『
宋
會
要
』
一
四
五
冊
・
食
貨
四
九
ー
一
・
轄
運
、
「
凡
十
八
路
、
其
京
東
京

西
河
北
河
東
映
西
淮
南
浙
西
諸
路
、
各
置
使
副
、
餘
路
不
置
副
」
。

(
4
3
)

『
長
編
』
巻
ニ
ー
四
「
煕
寧
三
年
八
月
辛
未
、
雨
浙
轄
運
使
太
常
寺
少
卿
賣
昌

衡
、
同
提
貼
刑
獄
南
作
坊
使
李
惟
賓
、
前
轄
運
使
光
詠
卿
侯
瑾
、
並
降
一
官
、
昌

衡
俯
降
副
使
、
餘
各
降
一
等
差
遣
、
坐
不
劾
祖
無
揮
苗
振
、
又
考
振
課
績
入
中
等

故
也
」
。
ま
た
同
巻
一
三
三
・
「
熙
寧
四
年
五
月
乙
未
、
櫂
甕
鐵
副
使
潅
宿
櫂
戸
部

副
使
、
御
史
中
丞
楊
絹
言
、
宿
非
材
、
以
兵
部
郎
中
買
昌
衡
、
代
之
…
…
」
。

(

4

4

)

『
長
編
』
巻
二
五
六
．
熙
寧
七
年
九
月
戊
申
條
に
沈
括
の
言
と
し
て
「
近
有

旨
、
令
雨
浙
路
轄
運
使
等
、
各
提
學
一
州
第
二
料
水
利
、
轄
運
司
奏
稲
有
未
便
、

臣
在
本
路
、
興
監
司
日
夕
緊
議
凡
半
年
、
王
庭
老
未
嘗
言
有
未
便
、
今
有
此
異

同
、
乞
行
推
究
」
と
あ
り
、
ま
た
巻
二
六
八
「
煕
寧
八
年
九
月
癸
丑
、
詔
罷
雨
浙

轄
運
使
王
庭
老
・
張
蜆
、
令
於
潤
州
聴
旨
」
と
あ
る
。
張
覗
は
淮
南
東
路
轄
運
使

で
あ
っ
た
。
た
だ
し
『
長
編
』
巻
二
六
八
・
煕
寧
八
年
九
月
辛
巳
條
に
は
「
雨
浙

轄
運
副
使
王
庭
老
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
決
定
し
が
た
い
。
な
お
王

庭
老
は
熙
寧
九
年
正
月
に
「
兼
提
學
櫂
轄
運
司
」
と
み
え
る
（
『
宋
會
要
』
七
四

冊
・
職
官
二
七
ー
一
二
九
）
。

(

4

5

)

小
川
氏
な
ど
は
仁
宗
朝
の
宰
相
陳
発
佐
、
字
希
元
の
長
男
と
す
る
が
誤
り
で
あ

る
。
陳
莞
佐
（
『
宋
史
』
巻
二
八
四
）
は
閾
州
聞
中
の
人
、
陳
襄
ほ
葉
祖
治
撰
の

「
古
震
先
生
行
状
」
（
『
古
震
集
』
）
に
「
其
先
本
光
州
固
始
人
、
営
五
代
之
末
、

随
玉
（
審
知
）
氏
入
闘
、
因
家
子
閾
之
謳
唐
、
今
為
揺
唐
人
」
と
い
う
。

(
4
6
)

『
古
震
集
』
巻
八
「
論
三
司
條
例
乞
行
均
輸
法
劉
子
」
、
「
論
王
安
石
劉
子
」
。

(

4

7

)

『
宋
史
』
巻
三
ニ
―
‘
陳
嘩
『
古
震
先
生
年
譜
』
。

(

4

8

)

『
宋
史
』
本
博
は
櫃
密
直
學
士
知
通
進
銀
壷
司
兼
侍
讀
と
い
う
。

(
4
9
)

「
和
子
謄
沿
牒
京
口
懐
西
湖
寒
食
出
遊
見
寄
二
首
」
「
和
子
睛
沿
牒
京
口
懐
吉

詳
牡
丹
見
寄
」
「
和
子
瞭
吉
詳
冬
日
牡
丹
詩
三
首
」
な
ど
。

(

5

0

)

『
東
披
詩
』
巻
九
は
「
望
海
棲
晩
景
五
紹
」
に
作
る
。

〔
追
記
〕
校
正
を
終
っ
た
段
階
で
近
藤
一
成
氏
の
昭
和
六
一
・
六
二
年
度
文
部
省
助
成

費
研
究
報
告
書
中
の
「
入
宋
憎
成
尋
の
入
國
手
績
に
つ
い
て
ー
—
宋
代
公
操
簡

介
ー
'
|
」
を
入
手
し
た
。
末
尾
に
蘇
試
の
こ
と
に
獨
れ
ら
れ
て
い
る
が
「
日
宋

交
通
路
の
再
検
討
」
を
口
頭
登
表
し
た
と
き
言
及
し
た
こ
と
で
も
あ
り
、
本
文

で
は
あ
え
て
お
こ
と
わ
り
し
な
い
e

な
お
近
藤
氏
は
杭
州
牒
を
公
撼
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
と
さ
れ
る
。

一
六


